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■１. 事業内容アンケート回答のお願い
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
セミナーや研修会等で取り上げるテーマについて、会員皆様の要望を
伺うため、アンケートに回答くださいますようお願い申し上げます。
アンケート回答用紙を添付しますので、、FAX またはE-mailで御回答下
さい。皆様の意見を活動に反映させるため、会員全員の回答をお願い申
し上げます。なお、回答の期限は8月末としていますが、お盆休み等、
行事の多い時期ですので早めに御回答頂けますと幸いです。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■２. 会費の税法上の取り扱いについて
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今年度の会費を、会則第15条に基づき７月12日付け「令和６年度会費納
入のお願い」を郵送（希望者には電子メール）しましたので、納入くだ
さいますようお願い申し上げます。

なお、会費は対価性がないため消費税法上、仕入税額控除の対象外です。
（国税庁：会費や入会金の仕入税額控除）
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6467.htm

また、研究会は免税事業者として継続する方針が総会で承認されており
ますので、適格請求書（インボイス）は発行できませんので御留意下さ
い。

●その他、御意見・御要望など何でも遠慮なく、下記宛てに御連絡
　お願い申し上げます。
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